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国民年金制度について
●老齢福祉年金を受給しているみなさん、８月は「国民年金証書」の提出月です
　８月の初旬に、富山社会保険事務局から「国民年金証書」が郵送されてきます。８月期の年金は、８月 11 日㈭
から指定の郵便局で受け取ることができます。年金を受け取られたら、忘れずに「国民年金証書」を郵便局もし
くは市役所へ提出してください。なお、提出が遅れると、次回（12 月期）の支払が遅れることもありますのでご
注意ください。
　また、老齢福祉年金を受給している方が別の年金を受けられるようになったときは「支給停止関係届」を市民
課国民年金担当窓口へ提出してください。
●ご存知ですか？「特別障害給付金」
　平成 17 年４月から「特別障害給付金」制度がスタートしました。制度の内容は以下のとおりです。
　◆支給の対象となる方
　　①昭和61年３月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金（厚生年金や共済組合など）の加入者の配偶者
　　②平成３年３月以前に国民年金任意加入対象であった学生
　上記①②の方で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の１級、２級相当
の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65 歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に
限ります。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象となりません。
　◆支給額　１級：月額５万円　　２級：月額４万円
　◆手続き先　市民課国民年金担当窓口
　◆注意点
　　・本人の所得によって支給制限があります。
　　・給付金は請求書を受付した月の翌月から支給され、請求が遅れた場合は、さかのぼって支給されません。
　　・現在、老齢年金や遺族年金などを受給されている方は、その受給額分を差し引いた額が支給されます。
　　・経過的福祉手当を受給されている方が、特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当は停止と
　　　なります。
●２つ以上の年金が受けられるようになったら届出を
　年金給付は「一人一年金」が原則です。２つ以上の年金が受けられるようになったときは、いずれか１つの年
金しか受けることができません。２つ以上の年金を受けられるようになったときは「年金受給選択申出書」を提
出してください。この申出書の提出が遅れると年金の支払が一時保留になったり、あるいは年金を受け過ぎてあ
とで返納していただくことになります。
　問合せ先　市民課国民年金担当（内線３１４）
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みんなで防ごう　農林産物の鳥獣害②
「これは間違い !!　サルとの接し方・防ぎ方」
●村はずれでサルを見かけ、珍しい・可愛いのでミカンやサツマイモをおいてやった。 → これは餌付けと同じです。
●河原でバーベキューをした。ゴミは持ち帰ったが、残った野菜は草むらへ置いてきた。
　　→これも餌付けでサルが野菜の味を覚えるきっかけとなります。
●お盆に墓参りをして、故人が好きだった果物を供えてきた。 → サルはお供えと餌の区別がつきません。
●庭の柿の木がゆれるので見ると、サルが柿の実を食べていた。しぐさが可愛いので追わずに見ていた。
　　→餌付けと人慣れとの効果満点。
●余った野菜苗や実のなる木を、サルが食べるようにと畑のそばに植えてやった。
　　→集落に現れる習慣をつけてしまいます。サルは感謝しません。
●サルかキツネにかじられたカボチャや大根を畑のすみにおいておいた。
　　→残しておいたものを後日食べにきて、ついでに大豆などを盗みます。
●畑を金網で覆ったが、サルが網目から手を入れて大豆やキュウリを食べてしまった。
　　→これも餌付けと同じで、手の届く範囲に植える場合は、サルが食べない唐辛子を植えるといった工夫が大
　　　切です。(サルが嫌いな農産物：唐辛子、シソ、梅など )
●自分が畑に網を張ると近所の被害が増えて迷惑をかけるのではないかと心配だ。
　　→餌場としての価値を下げるには、一人でも多くの人が、たとえ不完全でも防護柵を設置することが大切です。
　　　柵を乗り越えるまでに発見されて、餌取りに失敗したり怖い目にあったというのも大切な学習です。
　問合せ先　農林課農政農産担当 (内線３５３）

８月 29日㈪から戸籍の電算化がスタート
●対象となる方は滑川市に本籍を有する方です
●証明書の名称が変わります
●証明書の書式が見やすく、わかりやすくなります
●辞書に載っている文字などで記載します
問合せ先　市民課戸籍住民記録担当
　　　　　（内線３１１・３１２・３１３）

クマに注意！（朝夕が特に危険）
　去る６月 26 日には室山で、７月２日には栗山で、
相次いで人がクマに襲われる被害が発生しました。
「山奥の林ではないから大丈夫」と過信して林に立ち
入らないでください。また、クマに自分の存在を知
らせるため鈴を鳴らすなどして、朝夕の行動には十
分注意してください。
問合せ先　農林課農政農産担当 (内線３５３）
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北陸新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を
当てはめる地域指定図の縦覧について　　　

　県では、富山・朝日間の、新幹線鉄道騒音に係る
環境基準の類型を当てはめる地域指定を行いました。
　地域指定図の縦覧窓口を生活環境課に設けています。
問合せ先　生活環境課衛生公害担当（内線３２２）

住宅用火災警報器の
設置義務化について

　平成 16 年６月に消防法が変わり、滑川市火災予
防条例でどの住宅にも火災警報器を設置すること
が義務付けられました。
　火災警報器の設置により、火災の発生を早く知
らせ「逃げ遅れ」による死者を少なくします。
Q．いつから設置すればいいの？
　新築　平成 18 年６月１日から（義務）
　既設　平成 20 年６月１日から（義務）
Q．家のどこに取り付ければいいの？
　少なくとも寝室と、寝室が２階などの場合は階
段にも設置が必要とされています。（寝室が１階の
場合は、１階階段や廊下への設置義務はありませ
ん。）
問合せ先　市消防本部警防担当へ（☎ 475-0180）
住宅防火　いのちを守る 7つのポイント

～ 3つの習慣・4つの対策～
●３つの習慣
□寝たばこは絶対やめる
□ストーブは燃えやすいものから離れた位置で
　使用する
□ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず
　火を消す
●４つの対策
□逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を
　設置する
□寝具や衣類から火災を防ぐために、防炎製品
　を使用する
□火災を小さいうちから消すために、住宅用消
　火器などを使用する
□お年寄りや身体の不自由な人を守るために、　
　隣近所の協力体制をつくる
　上の項目から、あなたの家の防火予防度を
チェックしてみましょう。あてはまるものはい
くつありますか。


